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第９章 文化財の保存・活用の推進体制 

１ 計画の推進体制 

 南阿蘇村では、 多様な人々が文化財の保存・ 活用に関わっ ています。 以下に、 今後の村内の文化財の

保存・ 活用の推進体制を示し ます。  

 
（１）村民や南阿蘇村の文化財に関心がある人 

 ・ 南阿蘇村に在住、 在勤の人々・ 南阿蘇村の文化財に興味・ 関心（ SNS等を 含む） を 持つ人々 

 
（２）所有者 

 ・文化財の所有者、管理者、またはその団体 

 
（３）他団体 

・民間組織 

〇南阿蘇村商工会 

〇みなみあそ観光局 

〇南阿蘇村文化協会 

〇NPO法人ク ラ ブみなみあそ 

〇甲斐有雄ネッ ト ワーク  

〇公益財団法人 阿蘇火山博物館 

〇南阿蘇村民俗芸能保存団体 

 ・ 南阿蘇太鼓 

 ・ 大阿蘇名水太鼓保存会 

〇公益財団法人 阿蘇グリ ーンスト ッ ク  
 
・南阿蘇村が加盟する広域的な組織 

〇阿蘇世界文化遺産登録推進協議会 

〇阿蘇ジオパーク ガイ ド 協会 

〇熊本県文化財保護協会 

〇熊本県市町村文化財担当者連絡協議会 

〇九州文化財保存推進連絡会議 

〇全国文化的景観地区連絡協議会 

〇全国民俗芸能保存振興市町村連盟 
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・防犯、防火、防災関係組織 

 
 
（４）学識者 

・ 大学機関（ 熊本大学等）  ・ 民間組織研究者    ・ 博物館、 美術館（ 熊本博物館等）  

・ 他自治体文化財専門職  ・ 文化財保存修理組織 

 
（５）行政 

表 9-1 行政の推進体制 

南阿蘇村 

部署名 文化財に関わる主な業務内容 

教育委員会 

社会教育係 6 名 

（ 内 文化財担当職 1 名）  

・ 文化財に関するこ と    ・ 社会教育に関するこ と  

・ 学校教育に関するこ と   ・ 文化振興に関するこ と  

・ 図書室に関するこ と  

総務課 ・ 財政に関するこ と     ・ 防災に関するこ と  

企画観光課 ・ まちづく り に関するこ と  ・ 観光に関するこ と  

・ 震災遺構に関するこ と  

農政課 ・ 草原に関するこ と     ・ 伝統料理に関するこ と  

水・ 環境課 ・ 景観に関するこ と  

文化財関係施設 

・ 南阿蘇村歴史民俗資料館       ・ 熊本地震震災ミ ュ ージアム KI OKU 

・ 阿蘇火山博物館（ 旧立野小学校）  

南阿蘇村文化財保護委員会 

主な業務 委員 

・ 文化財の保存と 活用に関する指導及び助言 

・ 文化財の指定、 登録 

・ 計画策定等の審議 

委 員 長： 笠野 次雄 

副委員長： 藤崎 英廣 

委  員： 児玉 みどり  

熊本県関係機関 

・ 熊本県教育庁教育総務局文化課  ・ 熊本県企画振興部阿蘇草原再生・ 世界遺産推進課 

〇高森警察署 

〇阿蘇広域行政事務組合消防本部南部分署 

〇熊本県建築士会 

〇熊本県被災史料レスキュ ーネッ ト ワーク （ 熊本史料ネッ ト ）  

〇独立行政法人国立文化財機構 文化財防災センタ ー 
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図 9-1 南阿蘇村地域計画推進体制 
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２ 計画の進捗管理と自己評価 

地域計画の事業を 円滑に実施し 、 効果を 発揮さ せるためには、 進捗管理を的確に行う 必要があり ま

す。  

進捗の過程においては、 PDCAサイ ク ル（ 計画・ 実施・ 評価・ 改善） の考え方のも と に、 計画的に事 

業を 実施し 、 達成状況、 課題などの把握・ 評価を行い、 必要に応じ て改善策を 講じ てその成果を 目標達

成に結び付けると と も に他の事業や次の展開へ反映さ せる よう 努めます。  

毎年度の事業の進捗状況及び自己評価の結果については、 南阿蘇村文化財保護委員会に報告し 、 聴取

し た意見を踏まえて次年度以降の取組に活かすこ と と し ます。 また、 最終評価では、 計画の進捗状況や

達成状況を報告し 、 南阿蘇村文化財保護委員会に諮り ます。  

 こ の評価において大き な計画の見直し が生じ る場合は、 文化庁、 熊本県と 協議を 行い、 協議会を招集

し 計画の改訂を行います。  

 
図 9-2 地域計画の評価体制 


